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１．審査の対象

　令和６年度東部地域広域水道企業団水道事業会計決算に基づく資金不足比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類

２．審査の期日

３．審査の方法

　企業長から審査に付された、令和６年度東部地域広域水道企業団資金不足比率が、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律の関係法令に準拠して算定されているかを確認するとと

もに、関係職員からの説明を聴取しその適否について審査を行った。

４．審査の経緯及び結果

（１）総合意見

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成１９年６月に制定され、健全化判断比率

や資金不足比率等の財政指数の公表が義務づけられた。

　このたび、令和６年度決算において審査した結果、前年度と同様に資金不足は発生してお

らず、健全化判断基準を超えていないことが認められる。また、計数は何れも関係書類と符

合しており、正確であることも認められる。

　しかし、資金剰余額の推移を検証すると、現状の経営状況が継続した場合、資金不足に陥

ることが懸念されることから、「安全な水を安定して供給できる持続可能な水道事業」を目

指し、今後も支出の削減と水道料金収入の改善等に取り組むなど、職員一丸となって更なる

経営及び財政の健全化を進め、構成市との緊密な連携をとり財源の確保に努められたい。

（２）是正改善を要する事項

　安定的な財源確保に努めるなど更なる企業努力を期待する。
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　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、監査委員の審査意

見書を付して、資金不足比率を次のとおり報告します。

　※資金不足比率は資金不足額がないため、「－」と表示

　※資金剰余額 ５００，０１０ 千円 ＝ 流動資産額６５８，５２８ 千円 - 流動負債額１５８，５１８
　　千円

令和６年度東部地域広域水道企業団水道事業会計決算に基づく資金不足比率について

記

企業会計名 資金不足比率（％） 備　　　考

水道事業会計
健全化法上の資金剰余額

５００，０１０ 千円
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・地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率

・資金不足算定式

　 　＝ 資金不足比率

※資金不足額＝（流動負債額＋建設改良等以外に充てた地方債残高－流動資産）－解消可能資金不足額

※事業規模　＝営業収益－受託工事収益

・数値（決算額）

（税抜　単位：円）

( ＋ 0 － )　－ 0

＝

－

決算に基づく資金不足比率算定式及び決算数値について

令和６年度東部地域広域水道企業団水道事業会計

資金不足比率 備　考

資金不足額なし

資金不足額

事業規模

建設改良等以外に充てた地方債残
高

0

流動資産 658,528,442

項　　　目 数値

流動負債額　 158,518,102

解消可能資金不足額 0

資金不足なし

846,923,107 0

(流動資産が大きいため、資金不足が生じていない。)

営業収益 846,923,107

受託工事収益 0

158,518,102 658,528,442

P3


